
（1）窒素酸化物対策
排出量の低減の実績を踏まえ、東京都特別区等、

横浜市等及び大阪市等の総量規制地域について、

年間を通じた排出実態等規制の実施状況を把握

し、総量規制の徹底を図ります。

また、群小発生源からの窒素酸化物の排出状況、

環境影響等の把握を行い、優良品推奨水準として

のNOx排出ガイドラインに適合する小規模燃焼

機器の普及を推進します。

（2）浮遊粒子状物質対策
浮遊粒子状物質については、原因物質の排出実

態の把握、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機

化合物等のガス状物質による二次粒子の生成等の

発生機構の解明に努めるとともに、これらを踏ま

え、環境基準の達成に向けた総合的対策の確立を

図ります。
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第1節　光化学オキシダント対策

「大気汚染物質広域監視システム（愛称：そら

まめ君）」により、リアルタイムで収集したデー

タを活用し、光化学オキシダントによる被害の未

然防止に努めます。

都道府県等からの要望に応じ、スモッグ気象情

報の対象地域の拡大及び内容の拡充を図ります。

光化学オキシダントの原因物質である揮発性有

機化合物、窒素酸化物等については、固定発生源

からの排出規制を引き続き実施していくととも

に、自動車排出ガス規制については、中央環境審

議会の累次の答申に沿ってその一層の強化を進め

ます。

また、調査研究やモニタリング、国内における

削減対策及び国際的な取組等について推進してい

きます。

第2節　大都市圏等への負荷の集積による問題への対策

1 固定発生源対策

（1）自動車排出ガス対策
ア　自動車単体対策と燃料対策
自動車単体の排出ガス対策については、中央環

境審議会の第八次答申に示された「挑戦目標」に

ついての検討を本格的に開始します。また、第九

次答申を受けて、ディーゼル特殊自動車の規制強

化に向けて試験方法等の規程についての検討を開

始します。ディーゼル自動車から排出される粒子

状物質（PM）について、その粒子数や組成等を

測定し、大気中に排出された後の粒子の特性の実

態について調査を行います。また、使用過程車の

NOx及びPMの排出実態調査を行い、必要に応

じ使用過程車の排出ガスの水準について検討しま

す。

燃料品質については、更なる排出ガス低減に必

要な燃料対策の在り方を検討するとともに、バイ

オ燃料を使用した際の排出ガスへの影響について

調査を行います。また、排出ガス基準に適合する

特定特殊自動車への買換えが円滑に進むよう、特

定特殊自動車に係る固定資産税の特例措置と政府

系金融機関による低利融資を引き続き講じます。

イ　大都市地域における自動車排出ガス対策
大都市地域におけるNO2及びSPMに係る大気

環境の改善に向け、自動車から排出される窒素酸

2 移動発生源対策
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化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法（以下「自動車NOx・

PM法」という。）に基づく車種規制、事業者に

よる排出抑制のための措置、局地汚染対策及び流

入車対策等の施策を円滑かつ着実に推進します。

同法に基づく排出基準適合車への代替促進につい

ては、一定の排出基準不適合車の廃車を伴う場合

に自動車取得税の軽減措置を引き続き講じるとと

もに、政府系金融機関による低利融資等を講じま

す。

ウ　低公害車の普及促進
地方公共団体や民間事業者等が低公害車を導入

する際の補助、自動車税のグリーン化等の税制上

の特例措置及び政府系金融機関による低利融資等

を通じて、低公害車の更なる普及促進を図ります。

なお、昨今の低公害車の普及状況、技術開発の状

況を踏まえ、「低公害車開発普及アクションプラ

ン」の見直しを行います。

エ　交通流対策
交通流の分散・円滑化施策としては、沿道環境

保全に配慮しつつ、環状道路等幹線道路網の整備、

交差点及び踏切道の改良を推進します。ETCの

普及を促進し、道路交通情報通信システム

（VICS）の情報提供エリアの更なる拡大及び道路

交通情報提供の内容・精度の改善・充実、信号機

の高度化を行います。また、新たな駐車対策法制

による違法駐車の取締り強化を始め、ハード・ソ

フト一体となった駐車対策を推進するとともに環

境ロードプライシング施策の試行的実施を進め、

住宅地域の沿道環境の改善を図ります。

交通量の抑制・低減施策としては、都市・地域

総合交通戦略及び交通需要マネジメント施策を推

進します。公共交通機関の利用を促進するため、

公共車両優先システム（PTPS）の整備、都市に

おけるバス交通の活性化や交通結節点の整備を推

進します。物流の効率化を図るため、物流拠点の

整備、高規格幹線道路周辺等への物流拠点の立地

促進や共同輸配送の実施を進めます。

（2）自動車以外の移動発生源対策
建設工事において、公共事業を中心に排出ガス

対策型建設機械の使用を引き続き推進するととも

に、更なる排出ガス低減を目指し、建設機械の排

出ガス対策について引き続き検討を行います。

海洋汚染等防止法に基づき、船舶に搭載される

原動機や焼却炉等の設備に関する検査等による規

制の実効性確保に引き続き努めます。また、今後

の国際的なNOx・SOxの排出規制強化及び新た

なPM規制の検討等の動きを踏まえ、IMOにおけ

る船舶からの排出ガスに関する規制の見直しへの

対応についての検討と革新的な環境負荷低減技術

の開発を、引き続き総合的に実施します。

さらに、港湾地域におけるCO2、SO2等の排出

ガスを削減し、大気環境の改善を図るため、接岸

中の船舶が必要とする電力を、船内発電から陸上

施設による供給に切り替える船舶版アイドリング

ストップを推進します。

（3）普及啓発施策等
Ｇ8環境大臣会合の関連イベントとして5月に、

及び環境月間の6月に低公害車の普及啓発を目的

とした「エコカーワールド（低公害車フェア）」

を実施します。さらに、12月はNO2やSPMの濃

度が特に高くなることから、同月を「大気汚染防

止推進月間」に指定し、マイカーの使用抑制等や

適切な自動車の使用等を呼び掛けます。また、地

球温暖化防止国民運動「チーム・マイナス6％」

において、6つのアクションに盛り込まれている

駐停車時のアイドリングストップ等のエコドライ

ブの普及・推進を引き続き図るとともに、「エコ

ドライブ普及・推進アクションプラン」及び「エ

コドライブ10のすすめ」に基づき、11月の「エ

コドライブ推進月間」を中心にエコドライブの普

及を図ります。

微小粒子状物質（PM2.5）についての疫学調査、

実測調査、動物実験等を引き続き実施します。

また、粒径がおおむね50nm以下の極微小粒子

（環境ナノ粒子）についても、動物実験や性状把

握等の調査を実施し、リスク評価を行います。

さらに、PM2.5の測定方法の確立及び大気環境

モニタリングの試験運用を実施するとともに、各

種発生源からのインベントリ整備及びシミュレー

ションによるPM2.5濃度の推定を実施します。

3 微小粒子状物質対策
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第4節 地域の生活環境に係る問題への対策

第3節　多様な有害物質による健康影響の防止

1 有害大気汚染物質対策

大気汚染防止法（以下「大防法」という。）に

基づき、有害大気汚染物質による大気の汚染の状

況の把握、健康リスクに関する科学的知見の充実

及びその評価・公表並びに排出抑制技術に関する

情報の収集・整理を行うとともに、その成果の普

及に努めます。

また、有害大気汚染物質に関する有害性情報の

収集やモニタリングを実施し、化学的知見の充実

に努めます。

今後も、健康被害の未然防止のため、引き続き

PRTRデータ及びモニタリング結果等により排出

量や環境濃度等を継続的に検証・評価します。

2 石綿対策

石綿（アスベスト）による大気汚染を未然に防

止する観点から、大防法に基づき、石綿製品製造

工場等に対する規制の適正な実施を図るととも

に、吹付け石綿等の解体等に伴う石綿の排出又は

飛散の防止対策の徹底を図ります。

また、より信頼性の高い測定結果を得るために、

環境モニタリング手法について検討を行います。

第4節　地域の生活環境に係る問題への対策

1 騒音・振動対策

（1）騒音に係る監視体制の強化等
地方公共団体と連携しながら、騒音に係る監視

体制を充実させます。また、騒音及び振動に関す

るより適切な評価や規制の在り方について検討を

行います。

（2）工場・事業場及び建設作業騒音・振動対
策

特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設

作業について規制が適切に実施されるように、規

制対象施設の在り方や建設作業騒音の評価及び規

制の在り方について、引き続き調査検討等を行い

ます。また、公共事業を中心に低騒音型・低振動

型建設機械の使用を引き続き推進します。さらに、

特定建設作業に係る工事騒音の予測手法の検討を

実施します。

（3）自動車交通騒音・振動対策
自動車単体からの騒音の低減対策について、欧

州諸国や米国等諸外国の状況を把握するととも

に、現状の自動車から発している騒音の実態を調

査・分析し、引き続き自動車メーカー等における

自動車騒音低減技術の研究開発の促進を図りま

す。

また、新たな自動車騒音対策の検討を行うため、

中央環境審議会において測定法を含めた新たな基

準・規制（許容限度）の検討を引き続き行います。

道路交通騒音の深刻な地域について、地域レベル

における各施策実施主体が一致協力して、道路構

造対策、交通流対策、沿道環境対策等を実施しま

す。騒音低減効果のある低騒音舗装の敷設の推進

を図るとともに、沿道利用、景観等総合的な観点

から地域の意向を踏まえつつ、環境施設帯の整備

や遮音壁の設置等の対策を行います。

環状道路等幹線道路網の整備等による交通流の

分散・円滑化を進めるとともに、公共交通機関の

利用促進や総合物流施策大綱（2005－2009）に基

づく物流の効率化等を図ります。

最高速度規制、大型車中央寄り車線規制、夜間

通行止め規制、不正改造車両の取締り等、交通規



機（XP-1）についても、低騒音化に積極的に取

り組んでいます。XP-1は、国際民間航空機関

（ICAO）が規定する騒音に関する最新の基準を十

分満たす見込みであり、今後実施する性能評価に

おいて確認していきます。

（5）鉄道騒音・振動対策
新幹線鉄道の騒音・振動については、発生源対

策及び低減技術開発等を計画的に実施し、環境基

準等の達成に向けて対策を推進するため、75デ

シベル以下とすることが必要な区間について、住

宅の立地条件、鉄道事業者の取組状況等を勘案し

つつ、引き続き音源対策が計画的に推進されるよ

うに関係機関に要請していきます。また、新幹線

鉄道騒音防止の観点から沿線土地利用の適正化を

図ります。

在来鉄道の騒音・振動問題については、関係機

関と連携し適切に対処します。新線又は大規模改

良の計画に際しては、「在来鉄道の新設又は大規

模改良に際しての騒音対策の指針」に基づき騒音

問題の発生を未然に防止するための対策を実施す

るよう鉄道事業者に要請していきます。

（6）その他
空港周辺の大気汚染防止対策として、日本も参

加しているICAO航空環境保全委員会（CAEP）

での議論を踏まえ、国際的な基準の国内への適用

を検討します。
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制・交通指導取締り、暴走族対策を推進します。

幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和55

年法律第34号）に基づき指定された沿道整備道

路について、道路管理者と都道府県公安委員会が

協力して、道路交通騒音の減少のために必要な対

策を講じます。また、道路交通騒音により生ずる

障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が

促進されるよう必要な施策の推進に努めます。

また、環境基準の達成に向け、総合的かつ計画

的な対策推進を図るための検討を引き続き行いま

す。

（4）航空機騒音対策
低騒音型機の導入、騒音軽減運航方式の実施等

を促進します。また、住宅防音工事、移転補償事

業、緩衝緑地帯の整備等の空港周辺環境対策事業

を推進します。

近年全国で立地の動きが見られるヘリポート、

コミューター空港等については、「小規模飛行場

環境保全暫定指針」に基づき、騒音問題の発生の

未然防止に努めます。

自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音に

係る環境基準の早期達成に向けて、消音装置の設

置・使用、飛行方法への配慮等の音源対策、運航

対策に努めるとともに、防衛施設周辺の生活環境

の整備等に関する法律等に基づき、周辺対策を推

進します。

また、防衛省において開発中の次期固定翼哨戒

2 悪臭対策

悪臭防止法の事務を担当する地方公共団体職員

を対象に、臭気指数規制の周知を図るための講習

会、嗅覚測定法の信頼性の確保を目的とした嗅覚

測定法技術研修等を引き続き実施します。臭気指

数規制の円滑な導入、運用に必要な取組も併せて

実施します。

また、国際的な嗅覚測定法の標準規格化の流れ

に対応するため、日本の測定技術及び対策手法の

国際的な周知・普及を図るほか、各国における標

準規格間の比較検討調査を行います。

さらに、より実態に即した規制方法や規制基準

に向けた調査を行うとともに、特に事業者の事故

時の通報に関して徹底を図ります。

3 ヒートアイランド対策

ヒートアイランド対策大綱に基づき、人工排熱

の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ラ

イフスタイルの改善の4つを柱とするヒートアイ

ランド対策の推進を引き続き図ります。

具体的には、ヒートアイランド現象に関する調

査・観測や、熱中症の予防情報の提供とモニタリ

ング、環境技術を活用したヒートアイランド対策

の検証を引き続き実施します。また、ヒートアイ

ランド現象の顕著な街区において、CO2削減効果

を兼ね備えた施設緑化や保水性建材、高反射性塗



国設大気環境測定所、国設自動車排出ガス測定

所及び国設酸性雨測定所を引き続き運営していき

ます。また、「大気汚染物質広域監視システム

（愛称：そらまめ君）」により全国の大気汚染常時

監視データをリアルタイムで収集し、監視体制の

充実を図ります。環境放射線等モニタリング調査

については、離島等（全国12か所）において引

き続き大気中の放射線等のモニタリングを実施し

ます。

また、有害大気汚染物質について、測定方法の

開発・改良に係る検討を体系的かつ計画的に進め

ます。

さらに、揮発性有機化合物に関して、現在の状

況と今後の排出抑制効果を把握するため、全国に

おいて環境濃度の継続的なモニタリングを行いま

す。

自動車騒音の常時監視を適切かつ円滑に行い、

全国の自動車交通騒音状況を把握し、広く情報提

供します。
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第5節 大気環境の監視・観測体制の整備

装、地中熱ヒートポンプ等複数のヒートアイラン

ド対策技術を組み合わせて一体的に実施する事業

に対して補助を行います。これにより、都市部に

クールスポットを創出し、ヒートアイランド現象

の緩和等を図ります。

4 光害（ひかりがい）対策等

光害対策ガイドライン、地域照明環境計画策定

マニュアル及び光害防止制度に係るガイドブック

等を活用して、地方公共団体における良好な照明

環境の実現を図る取組を支援します。また、「全

国星空継続観察」（スターウォッチング・ネット

ワーク）を引き続き実施します。
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